




















 

 サリドマイド事件の残した教訓は,1)薬品や食品添加物など児に先天異常を

発生せしめる催奇形原や変異原の安全性を事前に検定しなければならぬこ

と,2)製品が市中ヘ出廻った際の先天異常発生の推移に対し,なんらかの監視体

制の確立を急がねばならぬこと,などであった。1)に対しては,わが国でも体制

を整備し,すでに実施をしているが,2)に対しては,1960年以来逐次13カ国が試

行,あるいは本格的実施ヘ移っているにも拘らず,本邦において未だそれをみな

い実情である。 


